
上記以外の日でも、請求期限内は、しあわせ援護課で随時受け付けます。 

皆
さ
ん
が
医
療
機
関
に
入
院

さ
れ
た
場
合
、
医
療
費
の
ほ
か

に
食
事
療
養
費
を
負
担
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
認
定
要
件
に
該
当

す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、

食
事
療
養
費
が
一
部
減
額
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

現
在
、
こ
の
制
度
の
認
定
を

受
け
て
い
る
方
は
、
七
月
三
十

一
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す

の
で
、
更
新
の
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
新
た
に
認
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
方
も
、
同
様
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

手
続
き
の
要
領
は
、
次
の
通

り
で
す
。 

受
付
期
間 

 

七
月
二
十
五
日
（
月
）
〜
八

月
五
日
（
金
） 

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。 

受
付
場
所 

 

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係 

手
続
き
に
必
要
な
も
の 

 

保
険
証
、
印
鑑
、
認
定
証
（
旧
）

認
定
要
件 

 

平
成
十
七
年
度
の
市
県
民
税
が
、

世
帯
全
員
非
課
税
の
方 

※
認
定
日
は
、
申
請
月
の
初
日

と
な
り
ま
す
。 

 

詳
し
く
は
、
市
民
課
国
民

健
康
保
険
係
（
内
線
１
３
５
）

へ
ど
う
ぞ
。 

戦没者などの死亡当時のご遺族で、 4 月 1 日現
在で、恩給法の公務扶助料や遺族年金などを受け
る方がいない場合に、特別弔慰金として額面40万円、
10年償還の記名国債が支給されます。 


